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「生産と消費め矛盾J と產業循環(3)

過剰人口 • 賃爲J でくわしくのべたので，省略する。

( 5 ) 最後に強調したい恐慌の機能は，これまでの機能とは異贊的なものである。 \

恐慌は一面では，上めょ‘うに_ 生齒の中断と破壊を通じてではあれ，資本の苒生産め条件を盤備 . 

復するとともに，労働者に対する資本の支配を強める条件を創出し，資本制生産の持続•発展 

を、はかっていぐめではあるが， しかしながら，恐慌は他面では，資本制生産の矛盾を全面的に暴露 

すること’を通じて，資本主義体制固有の•資本主義体制がつづくかぎり不可欠な矛盾の認識を可餡 

とし，資本主義体制そのものへの体制批判と体制途单の理論，意志，行動を強化していく機能をは 

たすのである。 ,

マルクス経済学自体，周期的恐慌のなかから形成 . 確立されていったといっても過言ではない。 

資本制生産関係の特質• 矛盾の認_ • 解明は，周期的恐慌において爆発する矛盾を重要な対象とし 

て確立されていったものであるし，また， f資本論』体系は， 1848.年革命の失敗後， 「ほんとうの 

革命」i t 「近代的生産力とブルジョァ的生産諸形態が，たがいに茅詹丨こ陥る時期にだけ,可能であ 

と考えたマルクスが来るべき恐慌と苹命にそなえて長期にわたる経済学研究に専心すること 

によって確立されたもめであった。

労働者階級が，単なる賃金上昇等の勞働条件改良の要求ではなく，体制批判•体制変单の意識と 

行動をうちだしていく基礎も，恐慌の周期的爆発の避けられないもとセの労働者の状態にあるので 

あるが，この点についても，前掲別槁を参照されだい。

• (経済学部助教授）

注(98> r三田学会雑認j . 1971年10月号レ 

(的) K. Marx, “Neue Rheinische Zeitung, Polltisch-<)konomiBche Revuew, ( 1 . November 1850), (Marx/Engels, 
Werke, Bd, 7, & 4 4 0 ,)訳 ， rマ ル ク ス =エ ン ゲ ル ス金集j 7, 450 M,
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1 は じ め に

- *

交渉による賃金決定では，賃金にかんする的確な情報をどこから集‘めるかということは，企業に. 

•とっても組合にとっても，きわめて重要な課題である。 ' へ. ' ' ' . . . . ' .

わが国の春の賃金交渉の竭程で，賃上げの世間水準が形成され, これが同業他社ばかりでなX ，

產業の禅をこえた他の勞便の賃全交渉に影響を与える/ いわゆる賛金波及という現象は，賃上げに 

かんする情報の伝播にもとづくものである。賃上げをめぐぅて,：他 社 » 他組合の賃金情報を比較;^ 

討し / これをよりどころとして自己の寶金鞞策をきめるという，貴金にがんする準樾行動ぽ, 労便 

が好むと好まざるとにかか右らず，なさねばならない活動となぅている。すでに企業に雇われてい 

る労働力の賃金決定のー侧面は，賃全波及め範0 ，t なわち賃金比較の及ぶ範囲としてとb 免るど 

とができる。 - ' !

企業や労働組合の賃金比較の対象は，どのような範囲にびちがっているのであろケか。比較CD雜 

囲は，也業と組合で異なるのか, 企業や組合め親模ヤ異なるのか。また/ 産業による特徴；̂も名の 

かどうか。本稿のねらいは，以上の点を明らかにすることにある。そのため，まず第1 に交渉によ ’

る賃金決楚め填を规解するための，労使関# $ 诛系を検討するd つぎに，賃金決定に関して务くの 

業績を蓄稹してきた労働経済学め勞磡市場分析を换討して，賃金比鲛が彻度的労働* A に 知 け る 貨 ’

金決矩戡準としてIS與な要素であることが論じられる。これは,社会学あるいは社会心理学め領域
• . . • .  . .  . . .  … ; 1 
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で，個人あるいは小集団の行動分析に用いられてきた準拠集団の理論に当る。賃金比較の範囲にか 

んしては，私鉄，運輸，海運，金融，生命保険，商業の各産業の企業，あるいは組合にっいて，実 

態分析をすすめる。 ' ' • .

2 労使関係の体系

今日/ 労使関係の研究対象は，労働の分野のあらゆる側面—— 経 済 *社会。政 治 • 法 律 .心理関

係など，人事管理，社会保障，労働立法など—— に及んでいる。労使関係論の問題領域は，各学問

の境界領域に位置しているわけで，各学問系統の境界を越えたインターディシフ。リナリ 一•ァプロ
(1)

一チか必要であるといわれている。J . T .ダンロップは，各学問が労使関係の分野のどの範囲にどの 

程度貢献できるかを明らかにし，さらに，各分野における研究が統一された目的に統合されるため 

の分析枠組としての意味を備えた「労使関係の体系」 (Industrial Relations System s)を提示した。ダ 

ンロップは，これを工業化社会の下部体系（サブシステム）として位置づけてい(ぎ。この労使関係の 

体系は，っぎの4 っの要素から成るe 

( 1 ) 行動主体（actors)

( 2  ) 環境条件（contexts)

( 3 ) 価 値 観 （ideology)

(4 ) ル ー ル （web of rules)

以下この構成要素を順にみていくことにする6

ィラ動主体は，っぎの 3 者から成る。.（イ）経営者階層(management hierarchy)およびその組織団体， 

( ロ）労働者階層 （workers hierai，c b y )およびその組織団体，（ハ)労働者，企業ならびに両者の関係に 

かんする政府機関（および労働者と経営者がっくる民間の機関)。

この行動主体は，真空状態のような場におかれているのではない。ある環境のもとにおかれてい 

て，その環境に規定されっっ，相互に関連している。この行動主体の相互作用に影響を与えるのが， 

環境条件である。ダンロップは, っぎの3 っの環境条件を掲げている。

( イ）技術的環境条件（the technological context), ( ロ）経済的環境条件（the market context or bu

dgetary constra in ts),(ハ) 政治的環境条件（伽  power context)Q

技術的瑠境条件とは，抽象的 • 理論的な次元での技術ではなく，工学的な技術の内容を指すもの

注（1 ) この点に関しては, たとえば，川m辩 「货使開係固際比較研究」び三|1丨学会雑誌j 64巻10号, 1971年10月）参照。

なお，日本において“多学科的接近” が，イデ才ロギ“ 派nilのp卿や研究領域における细ばりといった問題から，ま 

だむつかしい状態にあるという見解がある（印丨‘•泰四郎f穷使関係論の日本的状況パ位本穷働協会雑亂No<118,1969 
年 兮 ) 。

(2 ) John T, Dunlop, Relations Systems" (New. York, Holt-Drydoh, 1958)
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である。この条件は，労働者や経営者が果す機能すなわち作業• 業務のタイプと，この機能を果す 

場すなわち職場のタイプとに影響を与える。作 業 • 業務のタイプとして, ダンロッフ;はつぎの3 づ 

をあげている。i ) 作業内容—— 肉体作業であるか, - 事務作業であるか,専門的なサービスを提供す 

る作業であるか6 または，これらの要素がどのような比率で組合された作業であるが。との作業の 

技 能 • 知 識 . 責 任 • 努力といった評価要素はどんなであるか。 このような作業内容を基:本的に規定 

するのが技術的環境条件である。ii)職場における行動主体の緊張の程度—— 緊張の程度は，た と え ； 

ばつぎのような条件によって異なる。労働者が手作業をしているのか，機械.装置を操作しセいる 

のか。.作業が機械のペースで進められるのか，それとも，自分で仕事のペースを決め^)ことができ 

るのか。修理 • 保守•点検といった機械や装置に対するサービス労働なのか，あるいは消費者に対 

するサービス労働であるのか。iii) 職場の稼働時間一一技術的に連続操業を必要とする職場である .

のか，あるいは，需要の構造を反映’じて必要な時だけしか稼働しないのか。こういった作業のタイ
, . . . . . . ‘ノ ノ

, プの差に応じて，異なったル一ルが形成されるp また，職場のタイプとしては, つぎの4 つをあげ 

X いる。i ) 職場が地理的に固定しているのかどうか一もし職場が移動するならば，その距離は長 

いのか短いのか，その周期は定期的であるのかどうか0 ii)職場と住居の関係はどうであるか一 一両 

方とも固定しているのか， いっぽうだけが移動するのか， それとも両方とも移動するのか。iii)作 

業量は変動するのか安定しているのか。この作業を担う労働力が定着的であるか，流動的であるかc 

i v )作業集団の規模はどのくらいの大きさか。このように職場のタイプは技術的環境条件によって 

影響される。そして，それぞれのタイプに応じたル一ルが形成される。

経済的環境条件とは，生産物市場, 資金的制約，労働市場のことである。 生産物市場および資 

金上の制約については，つぎのことがいわれる。i ) 市場での競争上の地位や資金市場での支配力， 

i i ) 市場や融資の範四，i i i )企業間における市場や資金の同質性， i v ) 企業規模， v) 企業の成長あ 

るいは衰退傾向，といった要素が「ルール」に影響する。また，労働市場条件にかんしては , 

i )労働力の特性，ii)労働市場の需給関係，i i i )総費用にしめる労務費の割合が， 「ルール」に影響す 

る。

政治的環境条件は，行動主体の地位 (ステイタス）を規定するさい，，決定的な影響を与える。.職場 

に関するとりきめ—— 特に？行動主体相互の関係, 新しいルールを設定するさいのとりきめや，以 , 

前からあるルールをどう管理するかという手続に関するとりきめ一 ~••は， しばしばこの政治的環境 

条件によって鉴本的に規定されている。 ここでいう地位とは，体系内におけるある行動主体および 

これと同じ機能を有する他の革体の関係をさす。たとえば，一国の労使関係において，労働者の地 

位は，経営者階層, 競争相手または潜在的に競争相手となる他の労働者, 労働者とその組織団体，政 

府機関 , との関係を通して明確にとらえることができる。政治.的環境条件は，労使関係の体系内の 

力関係ではなく, 体系外で勢力がどう配分されているかということにかんするものである。 したが

— :一 — — . . . . . . . — 」
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って， これはその体系にとづて所与の条件である。たとえば，行動主体としての政府機関は，一般 

社会における勢力の配分がどうなっているかということによって特に強く左右された行動をとらざ 

るを得ないが，とれは環境条件と行動主体との関係を示すもめである。

これらの環境条件を規定しているのは, 一般社会や社会の労使関係の体系以外の， 下位体系 ( +

ブシステム）である。

価値観は , 各主体の役割や位置を規定している観念（ideas〉めことである。 これは，各主体が他 

の主体の位置と機能にかんして抱いている考えを規定する観念を含む。価値観ほ,体系を一つの統 

合体として結びつける役目を果している。たとえ，労使間の対立抗争がたかまったとしても，これ 

を一つの体系としてまとまりを保たせるのが，との価値観で'ある。こめ価値観は，社会一般の価値 

観と区別されなければならない。ただし，発展した産業社会では，両者は類似していたり，また， 

少なくとも両立すると考えられている办行動主体は，これらの環境条件と価値観のもとで，職場や 

作業集団に関するル一ルを確立する。 v

ル ー ル の内容は, これを作成する手続にかんするとりきめや，特定の状況に対してどのルールを 

どのように適用するかを，とりきめたものである。ル一ルとは，このよう.に一つの労使関係の体系を 

別のそれから区別する場合の，重要な鍵である。ル一ルの形態は様々であり，ルールを作成し運用す 

る手続も同様に様々である。 しかし，それはつぎのタイプに分けることができる。イ）経営者が自 

由に行う場合。 ロ）政府機関が主要な役割を果す場合。ハ）労働者が主な役割を果す場合。ニ)経 

営者と労働者が共にこれを行う場合。ホ） 3 者全てが参与す：6 場合。

ダンロップは労使関係論の中心課題は，特定の労使関係の体系において，なぜ特定のルールが作 

りあげられるのか，また，環境条件の変化に対応し 翻 1 労使满係め体系

て，ルールはどのようにして変り，なぜ変化するの 

かを説明することにあるとしている。

ぐ ところで，彼によれば，環境条件はあくまでも所 

与のものである。行動主体はこれに制約されつつ，

ルールを作り出すとしている。 しかし，行動主体と 

環境条件の相互作用を認めた体系のほうが， より現 

実的でちろう。 S . .レビーンは，ダンp ツプの価値 

観 を 「鹰史的文化的条件」と修正し， これを環境条 

件の一つに加えているが，これを図示すると，つぎ 

のとおりである（図 1 )。また，川田寿氏は， レビー

注（3) Solomon B. Levine, "Univoreaiiam and Paticularlism—Challenge for Industrial Relations Research” (The Chang
ing Patterm of Industrial ReUfiioH8, Th& Japan Institute of Labor, 1965)
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ンと同様の視点から日次の労使関係を説明している。ダンp ップの分析枠組は，このように批判'
( 5 )

修正の余地はあるとレても，労使関係の粋組を設定し, 体系化を試みた点では注目に値する。これ,

によって，各学問分野で従来ばらばちに行われてきた労使関係の研究が, 統一されたフレ‘ムワ一

クの下におかれ,研究成果を蓄積していく f とができるようになった, といってよい。また,労使
(6)

間係の比較研究を実り多いものにする道が開けたわけである„

労使の交渉による賃金決定とI 、う問題領域を明らかにする玛は，このような労使関係の体系とい 

う視点が不可欠であるといえよう。賃金決定の問題に関しては，これまで経済学Q 分野で研究が積 

み重ねられてきている。“労働経済学” がこれである。これを先のダンロップのフレーム/ヮ一ク'に 

照らしてみるならば，主に環境条件0 中の，，経済的条件に焦点を合わせ，行動主体が形成するル7  

ルそのもの，および，これと経済的条件の関係を究明してきたといえる。以下，労使関係の体系と,. 

労働経済学の対応関係をみる前に，本ず，労働経済学の分野における蓄積を検討しておこう„

_
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( 7 )
伝統的铎済学では, 完全競争がゆきわたった労働市場を想定していた。そこでは，あらゆる労饊 

力は等質であり，労働者は自由に市場へ出入り:できる。また, 合働を需要する者も供給する者も，: 

市場にかんする完全な知識を持っている。さらに，両者の規模は小さくて賃金を操作できない。 し. 

たがって, 賃金は労働の需要量と供給量の均衡点に宽まり，労働者の移動と賃金決宠の過程は密後- 

に関連している。

ところで現実の労働市場では, 賃金と雇用の変動は関連しているが,これほど完全競争的では年 

い。たとえば, R . A .レスターはュュ” ジャージー州の特定地域を対象に, 企 業 （製造業）の雇用政: 

策を検討した。その結果，従来，労働の流動性が高いといわれてきたアメリカの労働移動が，実際:

注 f 4 ) Hisashi Kawada, “Industrial Relations in Japan” {Indian Journal of Industrial Relations, Oct. ’65. Vol.1,
No. 2)

(5 ) K• ウォー力一は，多元的な比較研究を行うには，ダソロッブの体系では方法論上不十分であるとして，特に国レべ 

ルで労使関係の比較を行5ためのフレームワークを示している• しかし，このフレームワークは，ダンロップの労便関ン 

係め体系の各®素にさらに多.ぐの驳素をクけ加えたにすぎなV、。(K. Waker, “The Comparative Study of Industrial 
Relations'* pp. .105-132, I.L.O.)

( 6 ) たとえば，律田氏はダンロップの研究をふまえて，労使関係の国際比較をすすめるさいに必袈な比較の签準と尺度を- 
設定しようと試みた。労使関係を，，経営者っ従業員関係と，使用者一労働組合関係の2つの次元にわけて，それぞれ数 

多くの説明悪素を掲げていん国レベルの研究では, そO中の特徴的な驳素に限っているが，35ヶ国の取例を網羅して 

いる。各国の実情を知るためには有用である（律W真 激 ■労使関係の国際比較j 日本労働協会1 9 6 9 ),また，環境条 

件のうち，技術的条件を共通にしたうえで，労便問で形成されたルールを国際比較することによって，爾境条件とルー 

ルの関係を明らかにしようとしている研究としては，ニ瓶恭光 •■技術と:X業化の論理一企業レベルにおける国際比較 

研究J (*■日本労働協会雑法！ N o,1421971苹 1月号）があるa 穷使関係の比較研究としては方法論上すぐれたものであ• 
る*.  ̂ • ； . ■

(7 ) J .R .ヒックスr新版貨金の理論 j 來洋経済新報社1恥5 参照 .
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の資料を検討した結果，つぎのように指摘している。すなわち，高学歴の労働力でさえ労働市場に

.かんする限られた情報しか持っていない。しかも，労働者は賃金率 • 雇用の安定性 , 雇用条件•そ

L て職業選択のさいの他の決定要因にかんする情報を，どのようにして手に入れるか，また，どの
(10)

.ようにじて最新の情報を得続けるかという難点をかかえている。 ■

以上から明らかなように，労働者が市場にかんする情報を完全にもっているという仮定は，現実

〖的ではない。 しかし，労働組合組織が発展することによって，この点を補う活動をすれば，この問

題は解決される。ただしこの場合には，組合が労働市場への供給に独占力を発揮できるので,完全競

争的労働市場とはいえない。社会制度が発展するにつれて，労働市場においては，プライスメカニ

ズムよりも制度的ルールが主要な役割を果すことになる0 したがって，雇用量の変動と賃金の変動
(11)

n , 必ずしも1 対 1 の対応関係を示さない。c . 力^ は，制度的なルールが規定して .いる労働市場

:を， 1制度的労働市場」（institutional labor market) _と呼んでいる。. この制度的なルールを形成するの

n 「雇用者団体 • 雇用者間の暗黙の了解, 人事政策を設定した会社• 労働組合，団体協約，そして 
(12)

政府の行動」である。これは，ダンロップのいう労使関係の体系の「行動主体」にほかならない。

さらiこ，力.一は労働市場とい う包括的概念を/ 「ジョ-ブ市場_|/(job market) t 「賃金市場」 (wage
(13)

m a rk et)という2 つのサブシステムに分けて考えることを提唱した。 労使の交渉による賃金決定と

.注（8) Richard A* Lester, ^Hiring Practices arid Labor Qmpetitim" Princeton, N .J.； Industrial Relations Section 
Department of Economics and Sociology, Princeton University, 1954.

. ( 9 )  Charles A. Myers, “Labor Mobility in Two Commimitiea' in Labor Mobility and Economic Opportunity, pp. 
68-79. The M.I.T. Press, Massachusets, 1954.

f(10) George J, Stigler, “Information in the Labor Market”. The Journal of Political Ecmomy, Vol. LXX，Supple
ment: Oct. 1962, No. 5, Part 2. Univ. of Chicago Press.

■(11) M .J .ピオーリは，労傲!市場の需給バランスに対応するのは，r赁金J ではなぐ「技術」（technology)であるとして， 

英証研究を展關している。M.J. Piore，“The Impact of the.Labor Market upon the Design and Selection of Pro
ductive Techniques within the Manufacturing Plant” (Quarterly Journal of Economics, Vol. LXXXII, Nov. 1968, 
No. 4)

<12) 力一は，特に5i代の労働市場においては，r個々 の労働者の自山な選好に代って，制度的なル一ル(institutionalrules) 
が支配的な役割を來している•丨としている（C. Ken•前掲論文)。なお,制度的労働市場にかんする説叨としては，佐野

, 陽 子 「貨金決矩要素どしての穷働市場j m m 嘴金決淀の計嫌分析4 柬洋経済新報社1970,第2章）参照，

(13) 「ジ芦プ市場j とは，労働渚が移動しようとし，しかも，ある仕琪(job)から別の仕?Jfへと比較的迮山に移動する領域 

である。このジョブ市場で，仕审が労働者に配分される。「锊金市場」とは,坩ーの労働の細格がゆきわたる餌域であ 

る。労働者あるいは鹿主，それぞれの間の銳争が阻辑されている勘合には，労働市場をとのように2 P の側而に分けて 

究明することが■有効となる《 評しくは， Clark Kerr, “Labor Marketa： Their Charactoi* and Consequei攸s” _/1獅- 
rican Economic Review, XL, May 1950.
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令こは，労使が形成した制度的ル一ルによって妨げられていることを明らかにしg )。また，労働市場

の需給関係がひっぱくしていないし,雇用にかんする制度的ル一ルもまだ確定していないと思われ

る1犯0〜40年代のァメリ力の労働市場め調査研究でも，市場における労働者め行動は経済合理的と

はいえないとしている。その一因は，労働市場にかんする労働者の知識が，限られたものでしかな
( 9 )  '

いことにある。 厂

労働市場の情報について，G .ステイダラーは, シカゴ大学ビジネス•スク一ル卒業者に対する求人

賃金市場の制度的側面

V う問題は，この賃金市場の領域に入る。 「制度的労働市場j の 「賃金市場丄では，賃金決矩の制 

度的なルールの一つとして，「賃金比較と，労働組合 • 雇主および政府の政策とが，従来の市場機
(14)

構に代って機能している」わけである。現代社会に特徴的な制度的労働市場では，賃金 は 「公正比
(15) .

較j (equitable comparison)のおよぶ範囲内で決まる■といってよい6っ

この公正比較という概念は，社会学あるいは社会心理学の分野で発展してきたr準拠集団の理論」
(16)

(reference group theory).1こ対応.する。.，こ.こで準拠集団:とは，事実上の’所属 : •非所属にかかわりなん，
(17)

個人あるいは集団が，心理的に自らを_ 係づけている集団をいう。準拠集団の分析には，個人が他

者の価値や基準を用いて自己を評価する過程がどのような要因^:よって規定されるかを究明すると 
一 (18)

；v> 5 課題がある。準拠集団の理論は，個人あるいは小集団を研究対象として,これを明らかにしよ 

うとしてきた。̂ : の準拠集団の理論を，労使関係を構成する経営者•労働者あるいは政府機関とい 

った行動主体が，賃金交渉を行う場合にあてはめてみよう。団体交渉による賃金決定で,労使が自 

己の賃金政策をつくるさい, 他者をよりどころとする場合，これを賃金にかんする準拠行動と呼ん’ 

でい.る タ 、ンロッ.プの労使関係の体系でいえば，この準拠行動が「ルーノレ」の寒態で，あ，りに準拠行 

動を行っている労使が「行動主体j である。賃金準拠の範囲はつぎのような多くの要因によって規 

定されている。すなわち，「行動主体」が生産物市場で競争関係にあるかどうか。労働者を同じ地 

域内で募集し.ていて，労働市場で競争間係にあるかどうか。企業や労組の規模はどのくらいか6 他 

社と系列関係にあるかどうか。.：労働組合組織の所属関係はどうか。経営侧の団結は密かどうか。過 

去の交渉慣行はどのようであったか。誰でもが代表的な企業や組合と認めているのかどうかなど。 

，これらの要因は, 労使関係の体系を構成している環境条件一一経済的条件• 技術的条件•政治的条 

件 • 歴史的文化的条件—— の具体的なあらわれである。 .

注 ( 1 4 )前掲Ken•論文参照。なお，J .バックマンは，団体交渉による貨金決定に際して，労使が判断を下したり決定する場 

合の, よりどころとする5 d の .「賃金決定の基準j の1つとして, “貨金比較’’ をあげてぃる。他の基-準は, 生訐費*
支払能力•生産性•経済環境である。J .パックマン著「貸金決定の迤準j  (日刊労働通信社19.52)参照。

(15) A. ロス『労働組合の賃金政策』（ミ手ルヴブ書房1962):
( 1 6 )この点にo いて, S，リヅセクトとM. トラウが指摘しているみこの研知は経済学的アプローチと社会学的アプローチ 

を関述させた上で，货金決定に応用したものである。Seymour M. Lipset and Martin Trow, f,Reference Group Theory 
and Trade .Union .Wago.Policy” M. Komarovsky ed. Common Frontiers of the Social Sciences, pp. 394-95.,

(17) Herbert H, Hyman & Eleanor Singer ed., JReadings in Reference Group Theory and Research, The Free Press,
19%たとえば，個人がどのような準拠集団に自らを関係づけてぃるかによって， その人の態度や行動に遠ぃが也Cる 

:ことがわかづ'"(いる。.T/\W Newcomb …Attitud ゲ P6velopment:as a Fimctiojv. of..Refereiice, Groups; The Benning
ton Study” in Readings in Soeuil Psychdogy.さらに，なザ他者を比較の対象とするのか，比铰の対象はどのような鉋 

個に向うのかとぃった準拠行動そ’めものの伽而が叨らか迄されてぃる，たとえば，L. Festinger (,A Theory of Social 
Comparison Process'* A. Hare, B. Bargata and Ii. Bales eds. Small Groups, New York 1955, pp. 163-87 .参照。

f(l8) R. K. Merton and A. Kitt, "Contributions to the Theory of Reference Group Behavior*：, Merton & P.B. Lazdrs- 
feld, eds. Continmties in Social Itesedfch, Froo l3r ŝ9, Glencoe, Illinoig, 1950.

— 47 — -

. . . . /  . :: 

. . •  . . .  . ' I
遂̂ ^ ^ ^输がが—g.を-舶斑Cも物■勒，：?依免路游友̂ 乾̂奴



賃金市場の制度的側面

4 賛金比較と賃金波及

' ' - - - >> • ■ . ' V • . • -

賃金をめぐる準拠行動については，賃金が波及する過程を明らかにしようという視点から，いく： 

つかの研究がなされている。たとえば，佐野は, 未組織の流動的労働力，(林業労働者）と，大企業の 

定着的な労働力 (私敛労働者) という2 つの対照的なタイプの労働力をとりあげ,賃金の準拠行動を 

調べた。見出された事実の概略はつぎのとおりである。貧金に対する満足度と比較対象の関係は， 

私鉄労働者の場合，高賃金の者を比較の対象としている6 したがって，自己の賃金を不満に思って 

いる者が多い^ とれに対して，林業労働者で不満を抱いているめは，私鉄の場合より少ない。自己 

の賃金よりそれほど高くない、者を比較の対象としているからである。丨また, 賃金準拠のひろがりを， 

職種’を中心にみると，私鉄労働者は，学歴や職種によってことなるが，おおむね，事務員とか工員 

とい:^た一般的な職種を対象としている。これに対して，林業労働者の大部分は，同一職種あるい
(19)

は類似の職業をあげている。調查対象の私鉄労働者は，大都市に住んでいるが，林業労働者は町村

に住んでいる。そして，私鉄は，多様な職種と労働力から成るのに対して，林業は，少ない職種と等

質的な労働力から成る。 したがって，私鉄勞働者は賃金にかんする数多く:の情報を得ることができ

るが，林業労働者は，限られた情報しか得られない。両者の賃金準拠のひろがりが異なるのは，労

働力のタイプのちがいばかりでなく，このような情報連_ めちがいにもよるといえよう。

また，石田は典型的な定着的労働力である鉄鋼労働者が，自己の賃金をどのように評価している

か* だれの賃金と比較しているか，などを調ぺ，賃金決定の過程における一般組合員の役割を明ら
(20)

かにしようとした。

これらの研究は，賃金の波及現象，そして，賃金交渉における準拠行動を探るには，個人のレべ 

ルまでさかのぼることが必要であるという認識にた つ ものである。 しかし個人の賃金準拠と組織の 

。準拠行動が一致ずるという保証はない。団体交渉による賃金決定が，企業対労働組合という組織の 

意志決定行動であり，組合執行部と，一般組合員の意識のくいちがいが，労組の運動論上の問題とし 

て， しばしば指摘されているからである。したがって, 交渉による賃金決定では,個人レペルばか 

りでなく，企業と組合という，組織体の貨金贮かんする準拠行動をとらえなければならない。企寒 

にとっても，組合にとっても，他社•他組合の貨金にかんする情報を収集して貨金比較を行うこ と ， 

は，ことのほか道要であるレなぜなら， もし企業が賃金情報を過不足なく収集できなければ，他社 

より高い水準に貨金を決めることによって，不必要に高い賃金で労働者を雇うことになるか，ある， 

いは，他社より低く赁金を決めることによって，资働者のモラ一ルを低下させてしまったり，労働

注( 1 9 )佐野，前掲窗161-238ページ， ,

( 2 0 )石W英 夫 「好金決宠と一般組合貝」（r 日本労働協会雑誌』 N a 115, No. U 6 1968年10月号, 1]L月号)

者を定着させることができなくなるであろう。もし，組合が貨金情報の収集に失敗するなら,組合

執行部は一般組合員O 支持を寒うことになるであろう。たとえば, N . トールスとR .レイモンは，

アメリカの経営者協会の賃金資料を検討した結果，賃金情報のife集は，労組の有無にかかわらず企
(21)

業の重要な活動であると指摘している。また, A •リースとG .シュルツは，賃金交渉のタイプのち 

がいによって, どこからどの程度，賃金にかんする情報を集めて利用しているかを調査した》そし 

て，賃金決定に参与できる事業所では，賃金にかんする情報をよく集めて利用しているI とを見出 

したヶわが国でも，春の賃金交渉のさいに，賃上げにかんする情報の収集と流布活動は> 近年,と
(23)

みに活発に女ってきている。他 社 • 他組合の賃金にかんする情報を手に入れている場合には,賃金

の準拠行動は対外賃金比較としてとらえることができる。そして，これを手がかりとして賃金波及

の释路を明らかにできる。そこで，たと̂えば佐野は，化学産業の労働組合の対外賃金比較を調査し

た結果，つぎ.の事実を見出したぃ 組合は比較的長期にわたって安定的に特定の賃金比較の対象をも

ぅている。このことは,上部団体が賃金の波及する経路を確たるものにしているという点で重要で
(24) •

ある。そして，賃金比較のつながり（ゥェイジ. コントゥァズ）を決めるもっとも重要な要因は,生
(25)

産物市場のつながりと，組合員が属している企業の規模である。この研究は,分析対象を化学の労 

働組合に限っているが，島田は対象を製造業の主粟産業に拡げ，賃金比較の方向と強さを組み合わ 

せて，比較関係を他産業志向型 • 強比較型 • 自産業志向型‘• 弱比較型の.4 つの類型に集約した。そ 

して，労使の賃金比較がこの類型のどこに位置するかは，つぎの要因の作用によるとしている。

( イ）労働市場の構造すなわち企業規模別階層，（ロ）産業構造ならびに生産-物市場競争関係，（ハ）

労働耝合組織化の程度と組織系列関係，：（A )生産技術特性なg  ■

われわれは賃金波及をめぐる見解を検討した上で，わが国の大企業とその組合の交渉による賃金 

決定を調査研究した。これは，行動論的アプロ一チによって，賃金波及のしくみを明らかにしよう
1

としたものである。たとえば，賃金準拠の連関を，労働市場速関 • 企業特性連関 • 組合組織連関 •

広域連関といった要因で説明した。また，賃金涔足の主な要因としては，労働市場の需給関係を反 

映した賃上げの庄カという経済的要因と,.団体交渉による賃上げ相場を形成したり追随するといっ 

た，賃金の準拠行動をとおした賃金波及による非経済的要因の2 つを指摘した。そして，大企業で

は団体交渉圧力が支配的セあるが, これは企業規模が小さくなるにっれて弱まり，労働市場庄カが

— — ： -    一 —: 1 -

注( 2 1 ) N. Arnold Tolies and Robert L. Raimon, Sources of Wage iTtf^mation: Employer Associations, : (Cornell Studies 
in Industrial and Labor Relation .̂ Vol.III，Cornell University, 1952)

(22) Albert Rcos and George P. Shults, Workers and Wages in an Urban Ixtbor Markett (The University of Chicago 
Press, Chicago, 1970)

(23) Pi本生産性本部『賃金白書昭和46年版j .
(24) John T. Dunlop, "The Task of Contomporary Wago Theory”, in New Concepts in Wage Deterrtiination9 edd,

Georgo W. Taylor and Flank C* Piorson, New York, McGraw-Hill 1957, pp/ 117-139.
( 2 5 )佐野陽子「労働組合による貨金決定j r產樂研究j 第2巻, . N o/1 慶應義塾大学產橥研洗所1，
( 2 6 )岛丨酬賴け貨金比較行_ と貨金波及の構造⑴，⑵三田学会雜誌j 6場 6号，61费7与 _1968̂ 1
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佐野陽子*小池和扔• 石如英央縦れ货金交渉の行動科学j 來洋緙済新報社1969^ ' 
バクンセツターとい5概念について，評しぐは，佐财他編「前拟樹j 19-41ページ参照。 

井上詔三「货金比較と貨金波及j 本労働協会雑誌j N o/1611971年10月。
f
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強まることを見出した。ただし，企業規模がどのくらい小さくなると，団体交渉庄力よりも労働市 

場庄力が強くなるのかといった規模と2 つの要因の関係はまだ十分明らかにされていない。この点 

を解明することは，賃金決定要因が，この2 つの要因だけでなく，企業内•企業外の多くめ荽素か 

ら成るだけに容易ではないからである。 しかし，■賃金比較をするうえで，他社•他組合から賛金に 

かんする情報を得ている場合, この賃金比較対象の具体的な企業や組合名を知ることによって,こ 

れを補うととができる。すなわち，比較の範囲が，パタンセッタ巧を対象としている場合には， m  

体交渉be力が支配的であるのに対して，地域に限られた企業を対象としている場合には/労働市場 

庄力が強いといってさしつかえないからである。とのような視点から，私は大企業の労使め賃金比 

較の情報連関を分析した。ここでは，産業内め賃金比較の連関匕ついて，企業あるい紅組合が繁密 

に•連繁している統合型と，ゆるやかな速繁しか示きない分散型の， 2 つのタイプを明らかにした。

さらに，産業間の賃金比較の連関を見出すことによって，パタンバ一ゲニングを展開する主導的労 

使，，これに追随するパダンフォロア一を識別し〗産業の枠をごえ也賃金波及の経路を明らかに 

ただし，研究の対象は，組合の組織率が高い製造業の大企業（東京証券市場第1 部 ，第 2 部上場の会社 

とその植合）に限っている。製造業以外の産業で,賃金比較の範囲はどのようなひろがりを示して 

いるのであろうか。以下，本稿ではこの点に限って検討する。

- ； . 圓 .. . .

5 賃 金 比 較 の 範 囲 „ 1
. . . .  . . .  ■-

企業や組合が，自己の賃金政策を決めるよりどころとして，他社•他組合の賃金にかんする情報 

を集める場合，その施四がどのようなひろがりを示すかを，つぎのよう.な囟で表わす。図 2 で，数 

字ほ , 他社•他組合を比較の対象としている行動主体ならび  図 2 賃金比較の連閨

にそのib 較の対象をー述番号で示したものである。この数字 

は , 従業員数または組合員数規模順の番号で，会社 1 に組織 

されて\ 、る組合の番号も1 というようi こ,企業と組合の番号 

は対応している。図 2 を企業の賃金比較とすると,

( ィ〉 1，3, 5, 6 の 4 社から回答があったこと 

( p ) 企業⑵, （力は比較の対象とはされてV、るが,’.調査に回 

答を寄せなかったこと ,

(ハ〉欠赉 （企業4 ) は，調査への回答もなく，比較の対象にもなっていないが，組合側の賃金比較
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に登場すること

( ニ）賃金比較の迪関を矢印で示すと，たとえば企業1 が⑵，3 , また企業6 は企業5, (7Vを比 

較の対象としていること

を示している。仮に，企業 1 〜 3 を大企業，企業 5 - 7 を中小企業とすると，大手と中小の2 つの 

サブグループがあること， 2 つのグループは企業5 によって速繋していること，そして矢印の数が 

多いほど，賃金比較の連関は密であることを意味するめで，サブグループ内の連繫がグループ間の 

それよりも強いことを示じている。あるグループの成員が強く結ばれていれば, いいかえると，凝 

集力が強ければ，成員はそのグループの規範に強く影響されて行動する。したがって，賃上げ額を 

決定するさい，凝集力の強いクル一プ内では，貨上げの平準化傾向が認められることになる。この 

例では，大企業 • 中小企業のそれぞれのサブグル一プ内で，賃上げの平準化がみられるといえよ 

ぅ。 /  _ >  . ' .

以下, 実態分析では，企業と組合の産業内• 産業間賃金比較の範囲を検討するが，そのために用 

いる資料は, つぎの2 つの調査資料によっている。（ィ）大企業•中企業の賃金比較の範囲’~— 全国大
(30)

企業調査(慶應義塾大学産業研究所1r貴金決定事情に関する調査』1967年。）（ロ）中小企業の賃金比較の範囲
： ' (31)

—一長野県中小企業調査（慶應義塾大学産業研究所r長野県における賃金決定事情に関する調査j 1969年) 6 

私 鉄 •運輸

鉄道，バ ス （図3 ，図4 )

企業あるいは組合の産業内賃金比較の速関で，まず第1 に目につくのは，互いに堅く結びついた 

私鉄大手のグループである。 これは，企業別組織対企業，私鉄総連対私鉄経営者協会, :あるいぽ対:, 

角線交渉といった交渉方式のもとで，要求から交渉そして妥結にいたるまで,大手組合が統一をは 

かっていることを反映している。

つぎに，鉄遣専業 • バス専業 . バス兼業などの中小私鉄から成るグル一プがもる。ことでは，近 

接地域内の同業他社 • 他組合を比較の対象とした速関が認められる9 そして，大手につぐ規換の企' 

業や組合は，大手を比較の対象としている。これは> 中小私鉄が大手=を賃上げのよりどころとして 

いることばかりでなく，. 私鉄総速が, 大手並みの賃上げを目標に交渉をすすめるごとにもよる。私

賃金市場の制度的側面

注(30)比較対象の企槳名や組各名を得た質問明目は, つぎのとおりである。 •

「あなたの会社. 組合が，貨上げと一時金に関して，考處された会社• 組合の名前をすべて挙げて下さい，貨上げと 

一時金のそれぞれについて，同業他社♦他組合と同業以外の他社. 他組合に分けて，具体的に書いて下さい。j本稿で用 

いたのは，この中の貨上げに|約する部分である。調杏にかんする詳細は，佐野他編「前掲書j 2?5-293ページ参照， ；

( 3 1 )資料を得た资間はつぎのとおりである。rあなたの会社•組合が，過去1年間の資金改fnこさいして，考 慮 し た 他 社 . 丨  

他組合の名前をすべてあげてください* なお' , あなたの会社の他の_ 業所や本社，または系列会社,親会社などを考 

撤した場合には，その名前を措いセ〇印をつけてください。j調盔丨こつV、て，誶しくは，佐野賜子. 石fl丨英夫•外上詔三 

著 r中小企業の锊金決矩j 來涕経済新報社1971牢 200-214ページ参照。 •

.~  o i . . . . ハ ..

' . . .  ■/
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賃金市場の制度的側面

鉄大手の賃上げ額は，これより先に妥結した產業の賃上げ額と高い相関関係がある。大手組合から 

の回答は少ないので，企業について産業の枠をこえた賃金比較をみると，賃上げの世間水準をとら 

えるキイとなるところを，比較の対象としている。すなわち， 賃金交渉に大きな影響力を持つ鉄 

鋼 • 合化の代表企業(企業ル)，1000人以上規模の全企業(企業Rs) • 労働委員会の幹旋* 調 停 (企業R7, 

R8,R 9) . 公企体 (企業ル) などがこれである。. 私鉄の中小では，労働委員会の斡旋 • 調 停 （企業r17，m )

のほかに，沿線地域の他社(企業n s) を対象としているところがある。 ここでは，他産業の企業を直 

接比較の対象とするのではなく，他產業の動向を集約した私鉄大手の賃上げを経て，他産業と連繋 

している。

陸運，倉庫，タクシー（図3 ，図 5 )

陸上貨物賴j送の，企業の賃金比較のひろがりは，同業内（倉庫業を含む)で比較の連関を形成して 

いる。この場合，比較の範囲は企業摸が同じくらいで，地理的に近接している地域に在る企業に 

限られる。これは，.貨物輸送の営業領域が，全国的ではなく特定の地域に限られていることと対応 

している。ただし，全国にサービス網を持つ陸連大手（企業N ,)は，同業他社を比較の対象とせず,

公労協 (国鉄）をよりどころとしている，この他には大手（企業N2) が，鉄鋼 •私鉄といった代表的な 

産業を比較の対象としている。

倉庫業では，大企業から回答を得られなかマたので, 中企業についてみると，比較の範囲は同業 

〖内に限られており，比較の方向は大手へと向っている。 しかし，企業間のつながりはゆるやかでも 

.る《 ，

つぎに，長野県内の中小タクシー企業にかんする調査資料によって，タクシー業の賃金比較につ 

いてみる。これによると賃金比較の範囲は，同地域内の同業から成り，類似の業種としては,近隣 

のパス会社が比較Q対象となっている程度である。

. . . . . . ぐ..， ■ • .

海 運 （図6 , 図7)

企業の賃金比較の範囲には，大手と中企業の2 つのサブグループが認められる。 5 社が外航労務 

委員会加盟企業をあげているが，これは個別的には同業他社を指しているわけであるから，それぞ . 

れのサブグループ内の結びつきは強い_ (ただし，大手企業S ,は他社を考撤していない）。くのえつのグル- 

ープ間の関係をみると， 大竽は中企業を比較の対象としていないが，逆に中企業:が大手グループを 

賃上げのよりどころとしていることから，大手の賃上げ水準が伝播する道筋となっている。労働委

員会をあげているのは，船中労委の斡旋♦調停があることによる。他産業に対する比較では，広く
* . . ' •

しかも安定的な対象を持っているところがある。大¥企業 s 3がこれで，一流企業68社を考慮してい

るo 海運の賃上げ交渉は11月に行われたから，これに先行した民間部門の質上げを総合的に検討し
, . .

て，貨金決矩のよりどころとしているわけである。
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図 4 私鉄 . バスの賃金比較の範囲^— 組合

図 5 陸 運 • 倉庳の貨金比較の範囲—— 企業
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賃金市場の制度的側面 

図 6 海運業の賃金比較の範囲• 企業

図 7 海運業の賃金比較の範囲—— 組合

—誠業.公務員
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賃金市場の制度的側商

海運産業内の賃金比較の範囲を組合についてみると，企業側のそれと一致している。そして，産 

業別組織（全日本海員組合）のもとでかたく連繫している。産業の枠をこえた比較の対象としては，

他産業の一流企業をあげている他に，大手企業の組合S iが公務員を対象にしている。これは，海員 

の賃金交渉が秋に行われるのに対して，公務員給与の改定がそれに先立って夏に勧告されるという 

時期的な要因ばかりでなく，民間給与を調査検討した上で勧告されるために，賃金の標準となり得 

るからであろう。
■ ■ • .

.. •

' •

銀 行 業 （図8 , 図9 )

企業も組合も産業内の賃金比較の範囲は，都市銀行•信託銀行•地方銀行の3 つのサブグループに 

わかれる。まず，企業についてみると，都市銀行各行が相互に密接に連関していて，その比較の対 

象は，とりわけ大手3行へ集中している。 c | b 都市銀行と信託銀行は,資本系列を通じて連繫してい 

る。市銀E 2から信託E 18へ，信託E 1!；から市銀E 3へという準拠がこれである。地方銀行の比較の対 

象は，上位の地銀へ向かっているさらに地銀の枠を越えて都市銀行を対象としている。この他， 

特殊銀行E u は市銀大手を，また，相互銀行E 25は相互銀行大手を準拠の対象としている。このよ 

うに金融業では，都市銀行を中心とした連関が支配的である。

組合が加盟している上部団体は，市銀速 • 地銀連 • 全信連というように，企業め集団に対応して 

いる。 したがって，比較の範囲も企業のそれと一致している。ここでも市銀連傘下労組が，他のグル 

ープの比較の対象となっている（たとえば，信託大手旁組Els • 地銀大手労組E21. その他特殊銀行労組E w  

相互銀行労組E25がこれを対象としている)。なお，都市銀行E n は労使ともに他社•他組合をよりどこ 

ろとせず孤立している。 、

つぎに，產業の枠をこえた賃金比較をみる，企業では，資本系列によるつながりがある。たとえ 

ば，製造業ではガラス•化学 • 金属の3 社，そして，保険業では損保 • 生保の 2 社をあげている。 

また，特殊銀行E u は，その業務上の性格から広く産業界一般を対象としている。 相互銀行E 25は， 

鉄 鋼 • 私鉄といった大企業の相場をよりどころとしている。比較の辨象を金融以外にひろげている 

のは，以上の3 社であって，大部分の企業は, 比較め対象を同業内に限っている。

組合では市紐労組e2.e s.e 8, そして信託労組 e16が 「金融 ‘ 保険関係労組」を考慮しているが，こ 

れは実質的には同業といってよい。また，信託労組如は「鉄 鋼 • 合イ匕• 私鉄 • 公労協j といった賃 

上げに支配的な影響力を持つ組合をよりどころとしている。さらに市銀労組e8 は 『一流産樂j をあ 

げている。このように，会社より組合のほうが成く他産業の動向を考慮しているン

生 命 保 険 業 （図1 0 ,図11)

企業 • 組合とも大手と中企業の2 つのグループにわかれ, それぞれのグループ内では，企業ある

一二ニ 56 ■—

賃金市場の制度的側面 

図 8 銀行業め賃^比較の範囲一企藥

同一资夺系列内机保(U 生保(C,9)

ノ ガラズ、化学、金屈 の系列3社

、 淹業界一般

{Eiy  (洼) e 广 e 丨3市中錤行 

(EM) E„ 長期信用銀行

信託銀行 

£«，£^地方銀行 

E2 5 相S 銀行

倍託銀行 

上位相互銀行

鉄鋼、私鉄など. 
火企業の扣坳

m 9 ，銀持業の賃金比較の範囲一し組合
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図 1 0 生命保険業の賃金比較の範囲—— 企業

生命保険•大手/  (c8)

生命保険中4、

図 1 1 生命保険業の賃金比較の範囲一組合

(C©)
銀行资組e7>eK，.b4

金融関係労組
銀行労組c3, れ，g5,

et, eis, ei6,ei8)bi

生命保険' 
大手組合

也保20取組(平均）

各隼産の状況
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いは組合が互いに比較の網の目で結ばれている。ここでも> 企業と組合の比較の範囲は一致してい 

る。なお組合では，「全生保」を中心として相互に情報交換•速絡がみられるので，これを別掲した

(組合には内勤*外勤の2 つの組織があって，’ 両者が同一組織のC,，Oe, c ,。以外は内勤だけについてみたもので
' • . .  /  • f . .

ある）。

生命保険業以外への比較を，企業についてみると，比較<9対象は金融* 損保となっているo 組合 

でもこの傾向が強い。金融 • 損保閨係組合以外を対象としているのは，中規模労組Cl0が 「各単產j 

をあげているだけである。

商 業

商 社 （図1 2 ,図13)

企業の比較の対象のひろがりは，取扱商品ごとに異なるグループを形成している。これらのサブ 

グループで目立つのは，資本系列によるつながりである。 したがって，比較の範囲は，この場合商 

社という同業の範囲をこえて広がっている。組合の範囲には，全商社を丨中心としたグループがある。 

これ以外には，それぞれの企業の取扱商品に対応した比較のひろがりを示すにとどまる。

百貨店業（図1 4 ,図15)

企業では同業内の比較が支配的である。これは大手と中企業の2 つのグル一プにわかれる。大手 

では，大手相互間の連関がみられる。中企業を比較の対象としている大手はない。これに対し，中 

企業は大手をよりどころとしている。きらに，近郊地域を中心とした同寒中規模店舗への比較があ, 

る。組合の賃金比較の範囲も，企業のそれとほとんど一致している9 

百貨店業以外への比較は，労使ともに少ない。企業では，大手 1 社 が 「銀行の初任給J をあげて 

いる。具体的な対象としてはこれだけで，との他には「」般社会情勢J があるにすぎない。組.合の 

他産業比較は，企業のそれよりめだつ。企業でも対象となっていた「銀行 • 保険関係」の他に「条 

件のすぐれている35組合」「私鉄総速 • 全日海 • 人事院勧告 • 地区労」「産業別モデル賃金」が対象 

となっている。

卸 • 小 売 業 （表 1 , 表 2 )  \

小規模零細企業が多く, しかも挺合の钽織率が低い卸• 小売業や賃金準拠行動を，長野県調奄に 

よってみる。表 1 は，他社 • 他辑合を比較の対象としていた企業と組合fc•ついて，比較対象の具体 

名を記載したものの比率を，比較対象の所在地域別に示したもの；̂あボ。具体名を記載した労使は， 

貨金準拠の行動が安定的であるとみなすことができる。 したが名て,組合と組合のある企業の準拠 

行動は安定的だが，組合のない企業ではそれほど安定的ではないこどがわかる。また比較の地域的 

ひろがりは，企業 • 組合とも多ぐゆ県内に限っている。この.傾向は,組合のない企業ほど顕著であ 

る。県外の他社 • 他組合を対象としているのは，馄機 • 自動取などの販売店の労使が，系列企業や

— 59 — —
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図 1 4 百貨店業の賃金比較の範囲一-企業

図 1 5 酉貨店業の賃金比較の範囲一 一 組合 
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貸金市場の制度的側面

表 1 賃金比較の対象の具体性

 •地域別，射〗•小売業

企 業
組 合

組合ぁり 組合なし

7 44 9
県 内 (8) (?弓） (11)

87.5 58.7 81.8

3 9 3
県内•県外 ⑶ 1 (9) ⑶

100.0 100.0 100.0

0 2 1
腺 外 W ⑵ (1)

0 100.0 100.0

10 55 13
訏 (12) (86) (15)

83.3 63.9 86.7

注上段比較の対象の具体名を記載した企業または組
合数

' 中段他社.他組合を比較の対象とした企業または 
組合数 

下 段 （上段/中段)X 100 %

図 1 6 ホワイト

表 2 貨金比較の対象業種—— 卸 • 小売業，企業

組合あり 組合なし 計

同業だけ 5 29 . 34

同業内•外 3 15 18

闻業外だけ 0 . 7 7

(企業数)

関連親企業の労使をあげている場合だけである。県 

内の賃金比較にかんする企業の対象業種の多くは， 

同業他社に限られている。同業外の比較先は多様 

で，私鉄 • 電機 • 機 械 • 精 密 • 食 品 • 繊維 '  銀行 . 

電力 • 公務員など，いずれも地理的に近隣している 

大手が対象となっている（表 2 )。

なお，百貨店 • 金融 • 保険 •商社の賃金準拠の速 

関をまとめて示したのが，図16である。各グループ 

間の結びつきは，グル一プ内の結びつきほど密では

一産業の賃金準拠の連関

； \
■； 机 保
V

GMi a igw aaBiiiia t t i ii伽 嫌 _  他狐

賃金市場の制度的傰面

ない。比較の対象がこれらの産業の枠をこえてひろがる例は少ない。企業につ い て み ると， m 体的 

に他部門の企業名をあげているのは，資本系列を通じた比較の場合だけである。そして，他部問を 

考慮するにしても，個別の企業ではなく「平均値」.で代表されるよ.う..な一般的傾向.をあげてい る に  

すぎない。

；

6 む ，す び

産業内の賃金比較の連関については，製造業の主要企業の分析から，1•企業と組合の比較の対象 

がいちじるしぐ一致していること，2 .大企業と中企業という規模に対応した2 つのサブグループが 

あって，中企業から大企業へ比較が集中していること，を指摘しも2)。本稿では非製造業をとりあげ 

たが，ここでも同様の特徴於検出された。 1 は組合が產業別統一要求をかかげ，統一妥結をめざし 

て交渉をすすめたり，キイとなる交渉を展開し，そこで達成された賃上げを他に波及させるという 

戦略をとること，あるいは，企業が労働市場庄力からK世間並み，’ の賃上げを強いられもこと，そ 

し'て，なによりも基本的には，労使関係の企業内的性格を色濃く反映していることによる。また，

2 は労働市場や生産物市場において，企業規模間競争が行われているものの，規模に対応した階層 

性を示していることを反映したものである。

サブグループ内の連関でめだつのは，私鉄，海運，金融，百貨店などにみられた同一產業内の大 

手企業あるいは組合の結びつきである。ただし，この速繫には産業によって違いがある。私鉄や海 

運では，各行動主体間の統ムが強いが，金融，百貨店では各主体の独自性のほうが強い。賃金波及 

の過程で重要なのは，私鉄大手がその要となっているということである。それは私鉄が基幹産業で 

あることと，その組合が春の賃金交渉の過程で主導的地位を占めてきたことによ海運の速繫も 

強いが，交渉の時期は秋であって，春闘の主導的労使たり得ない。 -

ところで，規模が小さくなるにつれて，グループ内のつながりは弱まる。したがって，民間主要 

企業労使で形成された賃上げ水準は，大手につぐ規換のところへは直接波及するが，グル一プ内の 

つながりがなお一層弱い地方の小規模卸• 小売業へは，もはや直接伝わるとはいえない。それにも 

かかわらず，特定地域における賃上げが近接するのは，もはや団体交渉庄力ではなく，労働市場庄
, (34) -
力によるものであろう。 >  - ' ..

本稿では，企業や組合の賃金比較という主体的な行動にかんする，個別具体的な対象企業名や組 

合名を知ることによって，赁金比較のひろがりを明らかにした。もし調奄に具体名の記入を避ける

注( 3 2 ) 既出* リ丨:上 「論文」2 8ページ。

( 3 3 ) この点にかんして詳しくは，小池和见『日本の较金交涉』來京大学出版会1 9 6 2年 2 . 2 5 7 ページ参照。

( 3 4 ) 本稿では，囬体交沙という制度的期因と努働市樹の播紿関係という経済的頭因の相互関係に つ い て ， これ以上たちい  

った議論をするととはできない。こめ点にかんしては別の研究で検时されている，詳しくは，佐®?‘石丨 1丨 • 沖 上 『 ホ 小 , 

企栗の货佥決定j を参照されたい。 ‘
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貧金市場の制度的側商

きらいがあれば, 実際の賃金比較の範囲は, ここに提示したものよ^)広い範囲にわたることになる 

したがって，資料上の制約から，ここに検出し得た比較の範囲は限られたものでしかないが，比較 

の連関の本質的部分をとらえているといえよう。また, 調査資料は,ある限られた時点のものでし 

かないので，比較対象が年によって変動することは十分あり得ることである。 しかし，そうではあ 

ニても，調查時点はわが国の賃金決定機構が制度として確立した後のことであるから，賃金波及と 

いう点からみると，労使が賃金比較の対象を持っていること， しかも，それがある程度安定的なも 

のであるという事実が重要なのである。

付記ホワイトカラー命門にかんする資料整理に多大の助力をしていただいた，本塾経済学部可児浩ー 

■朗君に感謝する•
■* (東京工業大学経営工学科助手）
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日立従業員組合をめぐって

ー~~戦前における企業別組合の事例として一

小 松 隆

は じ め に

日立製作所内に企業別組合としての日立従業員組合’  
が存続したのは, 第2次大戦前の'ごく短かい期間’であ 

った。製作所自体がその当時はそれほど長い歴史をも 

'つ会社ではなかったので，労働運動の遺産もそれほど 

のもめではなかった。それに,当時の製作所では労資 

関係• 労務管理の® においては，ふるい経営理念にも 

とづいた意識が強く支配してv、た。とうぜん，労働運 

動にたいしても，経営側は高姿勢をつらぬぎ，譲歩や 

協調政策にはかえ.りみるこ.とをしなかった。それでも， 

第 1 次大戦後全国的に昂揚した労働運動の波には，製 

作所もさらされざるをえなかった。その流れのなかで， 

きびし^、労務政策の圧力をはねのけて，企業別組合と 

しての日立従業員組合も.亀戸工場に結成され,かつ戦 

闘的な姿勢をそなえていったのである。

日立従組の結成されたころは，労働組合陣営がこぞ 

って産業別化を目標にすすんでi 、たときだけに，龜戸 

工場の一部の職工が企業別組合に結集したことははな 

はだ興味をそそる。また，それが当時後退しつつあっ 

たアナキズム陣営に属したことでも特異な存在であっ 

た。そのような日立祥組も，企業別祖合全般も，また 

アチキズム運動もいまだに十分に明らかにされてv、る 

とはいえなし、ので，免戸工場における企業別組織への 

結集プロセスや，その結実である日立従組の活動は究 

明されてよいものであろう。 *

ただ，日立従組については，芝浦労働組合のように 

独淨の機関紙が発行されていたわけではないので，資 

料的にははなはだ不十分な材料しかのこっていな^、„ 
1沿9年の口立工場や鉱山の争讓は一船によく知られて 

いるし，社史や組合史にもくわしく紹介されている。 

また1920年の温交会にしても同様である，ところが，

日立従組については，社史や組合史でもほとんど言及 

されていない。社史ではことさら無視されちきらいも 

ないではない。それだけに，その足跡は一般にも研究 

者にも製作所内部にも，現在ではまったくといってい 

いほど知られていない。それをうけて，本稿ではとぐ 

をこ組織形態の問題に限定せ.ず,日立铑組にかかわる全 

体的な問題をとりあげ，その短かい歴史を可能なかぎ 

り明らかにするようにつとめてみたい。

なお，本論に入る前に，ここで日立製作所およびそ 

の亀戸工場について概略を紹介しセおくことにし

日立製作所が久原鉱業所日立鉱山の工作課の所厲か 

ら分離されて，「久原鉱業日立製作所」に独立したのは， 

1911(明治44)年 12月28日のことであった。翌 1912年 

10月，久原鉱業所は久原鉱業株式会社と改称され,日 

立製作所も「久原鉱業株式会社日立製作所」と改称さ 

れた。ついで1920年 2 月，日立製作所は久原鉱業所か 

ら分離独立して「株式会社日立製作所j になるにいた 

る。 .
その歴史をもう少しさかのぼると，日立鉱山工作課 

に，190S年◊ ろから修理工場が設置されていた6 それ 

は，鉱山業の補助的部課として，採鉱•製錬に必要な 

電気• 機械の修理.• 工作に.あたっていた。，この修理工’ 
場では，鉱山の補助的作業と同時に，電力利用や笟気 

機械製作の面で独自の事業の開発にもあわせとりくん 

でいたが，鉱山の発展とともに，その事業も繁忙をき 

わめていった。そ^)けっか，上述のように1911年末に， 

日立鉱山から独立したいちにたつ製作所設置にすすむ 

のであった。

本稿でとりあげる饱戸工場はというと，その前身は 

來與伽岛機械製作所であった。日立工場では主に锟気 

機械が扱われて.いたや.にたいし，ここでは一*般機械が 

扱われてレ、た。この工場は, 1907年10月に,久原鉱業 

所を本社とし, 日立鉱山の1工場として佃鳥に発足し

注（1) この点については，Zl£に ••日立製作所史j (194£郎版および1957年版’ 同社)によらそいる,
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